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来年度、 高等技能訓練を受けませんか
■株価は少し持ち直しているものの、トヨタなど軒並み赤字決

算で、しばらく日本経済が立ち直る見込みはありません。雇用

状況も厳しく、派遣切りなどで職を失う人だけでなく、たとえば

lTの入力作業でも昨年からたった半年で単価が半額になってし

まっています。つまり時給800円程で仕事をこなしていた人が、

同じ量で400円にしかならないのです。それだけ入札競争も

激化しています。

■そこでアファーマティブ・アクション、つまり優先的に何割か

は少数者の入学枠や就職枠を確保するといった政策を母子家

庭に適用し、一般入札でなく、適正な価格で契約できるように

変えて、雇用と賃金を確保していきたいと思っています。そし

て、在宅就労をこの3年でしっかり根付かせていく予定です。

■子どもが幼い時、また高齢で毎日ラッシュの電車での通勤は

避けたい、今の仕事にプラスして副収入を得たいという人にと

って、在宅就労は良いライフスタイルの一つだと思います。し

かし定期的に仕事が入ること、そして前述したように単価が半

減したりせず、適正な価格で仕事ができることが必須です。7

年間実験的に母子家庭の在宅就労支援をやってきましたが、

来年からようやくこうした問題をクリアして、お母さんたちにパ

ソコンも提供しての住宅就労支援ができることになりそうです。

■もう一つの雇用対策としておススメなのが、看護士、介護福

祉士、保育士、理学療法士、作業療法士等を対象とした高等

技能訓練です。これらの資格を取るには2年または3年の修学

が必要ですが、従来は修学期間の後半の1／2の期間しか生

活費の補助がありませんでした。制度ができる時から全額支払

いを訴えてきましたが、今回やっとそれを実現できました。つま

り、全修学期間中、月額14万1千円を受け取ることができる

ようになったのです。この金額も現行の10万3千円から引き

上げられました（住民税課税世帯は5万1500円から7万

500円への引き上げ）。

■今の仕事から転職したい方、資格を取って働こうという方、

来年・再来年はチャンスです。というのも、全修学期閤の支給

は、来年22年度と翌23年度の入学者のみを対象とする特別

給付なのです。（ずっと続ければいいのにと思います。政権を

とれたら、そのまま続けたいです。．）

　とりあえず今の仕事でいいと思うあなたも、ぜひまわりの人

に教えてあげてください。月に14万1千円と児童扶養手当が

あれば、なんとか3年間勉学に頑張れるのではないでしょうか。

これからは人へのサービスがどんどん必要とされる時代になり

ますから、高等技能訓練の対象資格を取るのは生活のためだ

けでなく生きがいにもなると思われます。不況にめげず頑張り

ましょうね。　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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　　　　子どもの貧困奄「日本の問題」として取り組んでいこう1
　2009年4月25日（土）、母子家庭を中心に深刻化する「子どもの貧困」をテーマにシンポジウムが開催され

ました。これはハンドの会が30周年を機に始めた「子どもHAPPY化計画」の第一弾イベント。経済的安定・

人間関係の安定・教育や医療の平等などをはじめとして、日本の子どもを育てる環境についてより多くの人と考え、

親も子も生きやすい社会をつくろうと活動しています。

　当日は朝から肌寒い雨模様でしたが、会場の国立オリンピックセンター（東京都渋谷区）には、ハンド会員は

もちろん、NPO関係者や行政職員、研究者、一般の方など138名もの方にお越しいただき、最後まで熱気いっ

ぱいでした。ご参加いただいたみなさま、本当にどうもありがとうございました！

　以下、当日の様子をご報告いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（羽塚川頁子、山崎）
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《第一部パネルディスカッション13＝30～15＝00》

「子どもの貧困とこれからの課題」

　パネラーは村木厚子さん（厚生労働省雇用均等・児

童家庭局長）、藤原和博さん（大阪府教育委員会特別

顧問・元杉並区立和田中学校長）、駒崎弘樹さん（特

別非営利活動法人フローレンス代表理事）。そして、

パネラー兼進行役である円より子さん（ハンド・イ

ン・ハンドの会代表・参議院議員）。

　まず、円さんが1979年から30年続けてこられた、

離婚問題・家族問題を女性の立場から支援する活動に

ついて触れ、日本の母子家庭の置かれている現状の深

刻さに言及しました。

　続いて、　「我が国の子どもを巡る状況」という分厚

い資料を準備くださった村木さんは、日本の母子家庭

75万世帯の多くの栂親が仕事をかけ持ちながらも、

年差平均収入213万円（平成17年／児童扶養手当な

ど所得再配分後の金額）であることを指摘、対策の遅

れに言及しました。しかし、子どもの貧困問題の顕在

化によって、子育て支援施策の拡充が進み、特に地域

コミュニティによる創意工夫次第で予算が使える方向

になる（平成21年「経済危機対策」による「安心子

ども基金」の拡充）、母親が職業訓練を受けている閤

は生活費が補助されるなど、今後期待が持てる施策説

明もいただきました。

　藤原さんは、5年忌の公立中学校長経験から、実際

にあった事例と数字を挙げ、DV、虐待などの家庭問

題に学校の教師が入っていくことの限界について訴え

ました。教育・医療・福祉（ソーシャルワーカー）の

連携が必要であること、そして、家庭に問題がある子

どもの居場所として学校が機能できるよう、地域の学

生や団塊世代をも巻き込んだ、子どもにとっての“ナ

ナメの関係”づくりが重要であると提言されました。

　また、東京23区内で病児保育サービスを提供する

駒崎さんは、安価に設定した毎月の会費を払えないと

いう、ひとり親家庭の母親の声を聞き、オバマ大統領

の「市民が一人2000円程度を寄付する」という選挙

資金集めにヒントを得て、　「ひとり親家庭のサポート

隊員募集」という呼びかけで、個人からの寄付集めを

開始したとのことです。

　家族や地域社会に目を向け、コミットするために

は、ワークライフバランスも大切であるというお話も

出ました。

　参加者の方からの質問も活発に出され、　「そもそも

子どもの貧困の定義が必要では」という意見もありま

した。日本で「7人に1人の子が貧困」といった問題

が取り上げられるようになったのは、まだごく最近の

ことです。海外の「食べ物も病気を防ぐワクチンもな

い」という国の「絶対的貧困」と比較すると、日本は

「一人当たりの世帯所得（等価可処分所得）」からみ

た「相対的貧困」が基準となるため、法的な定義があ

るわけでもありません。　「義務教育が保証されている

のだから、貧困の子なんてありえない」と、当事者で

ない立場の人からは見えにくい問題でもあります。

　だからこそ、貧困の連鎖が子どもに与えている影響

を当事者と支援者が示していくことによって、世論を

動かし、結果的に国を動かすことにつなげる必要があ

る。これは「子どもの問題」「ひとり親の問題」では

なく「日本の問題」であるのだということで締めくく

られました。
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《第二部分科会　15＝15～16＝30》

壌料鮎．，、……・・…………・…………
r貧困の背景にある『女性の雇用』を考える」

　子どもの貧困の背景には、女性の就職難や低賃金と

いった日本の雇用構造が大きく影響しています。こち

らでは、竹中ナミさん（社会福祉法人プロップステー

ション理事長）、斎藤あや子さん（㈱ママジョブ代

表）、そして、保坂圭太さん（NPO法人あごらスタ

ッフ）が出演。

　まずは、「IT在宅就労」の事業によって、シングル

マザーの家計を助け、母と子の時閤をつくりだそうと

する「あごら」の活動と現状について、保坂さんが紹介。

　竹中さんは、重度の障がいを持つお子さんを持ちな

がら離婚され、　「障がい児介護と就労」という壁にぶ

つかったことから、ご自身と「チャレンジド（障がい

者）」が働く場、「プロップステーション」をつくり

出しました。「不可能と言われるところにこそビジネ

スの種がある」と、障がい児の母子家庭と貧困という

マイナス要素をプラスに変えてビジネスにつなげた竹

中さんのパワフルトークが展開されました。

「一人でも多くの子育て女性に笑顔を」との思いか

ら、母親向けの就職情報サイトを立ち上げられた斎藤

さんは、ご近所づきあいや助け合いが困難になってい

る昨今、子育てで家にこもりがちになる母親こそ、同

じ立場の母親たちとのつながりづくりが大切ではない

かと話されました。

　経済情勢が厳しいなか、母子家庭の母親にとっての

就労はますます困難かに思われますが、同じ立場の仲

間が集まる場や支援団体を通じて情報交換しながら、

前向きに“仕事づくり”をするという観点で、未来を

切り開いてもらいたいと思いました。

灘翻陰面…・………・・………………
「子どものための地域・コミコ．ニティの可能性」

　こちらでは、遠藤啓示さん（全司法労働組合、親訓

練業インストラクター、臨床心理士）、鈴木章之さん

（日本ペアレンティング協議会事務局長、児童館運営

NPO法人理事）のお二人が出演されました。

　遠藤さんは、コミュニティの全てが子どもの支援に

関わる姿を示唆。　「地域や地区と場所に縛られるので

はなく、子どものために何かする人たちが集まってい

るのがコミュニティ」とお話してくれました。また、

心理学の知見から、子どもとの触れ合いの重要性を教

えてくれました。

　鈴木さんは、児童館の運営に関わっている経験か

ら、これからの児童館のあり方を提案。　「閉館後の児

童館も子どものために使わせてあげたい」。規則や慣

習により対応が遅れがちな現状の児童館に、柔軟なシ

ステムが必要と論じました。

　後半は参加者からも活発に意見が出され、地域で

NPO活動をしている方の苦労と試みや、これから活

動したい学生たちの熱い気持ちが溢れていました。

鱗欝騨購……………・・………・……
「子どもの精神的支援のために」

　こちらは、渡井さゆりさん（NPO法人日向ぼっこ

代表）、吉川武彦さん（精神科医、国立精神・神経セ

ンター精神保健研究所名誉所長）のお二人が出演。

　渡井さんは幼少の頃、貧しいというだけでなく、お

酒を飲んでは暴力をふるう父親と、その父から逃げる

ように家出を繰り返す母親からの「おまえなんか産ま

なきゃよかった」という言葉に傷つきながら、小学校

を6回転校、食事も満足にできず、小4から高校卒業

まで児童養護施設に入所していました。子ども時代に

信頼できる大人との出会いは全くなかったそうです。

　理不尽な状況をなんとかしたいと、働きながら夜間

大学の福祉科に進み、養護施設を立所した人たちが集

まることのできる「日向ぼっこサロン」を開設。

　子どもの心のケアに軸を置いていらっしゃるという

吉川さんは、渡井さんの活動を「安心感を育てる場」

として機能していると高く評価されていました。ま

た、親との関係が稀薄だった子どもは、　「やかんの火

を弱くして」と言われても意味を理解できないといっ

た、ソーシャル・スキルそのものが低いので、社会に

適応するための育て直しとなるケアが必要であるとの

ことでした。

　子どもの貧困問題にとって、自立するための経済的

支援も重要ですが、精神的支援はさらに重要な課題で

あり、子どもたちが“安心感”を得られるよう、時問

をかけて人とのつながりを構築できる場が必要である

ことを感じさせられました。

瓢．……………・・…・…………
「HAPPYサバイバルコーナー」
　こちらでは、日本の子どもの貧困クイズや、ハンド

の会で3月に行った母子家庭緊急アンケート結果を掲

示。複数の研究者、専門機関の方たちからデータが欲

しいと要望がありました。日本では急激な高度経済成

長期を経て以後、国が貧困に関するデータを取ってい

ないため、今後も引き続き私たちが専門家たちと連携

して、より詳しいデータを蓄積していければと思いま

す（アンケート報告は次号にて）。

　また、　「気軽に相談コーナー」では、法律、ママと

女性の就労、お金と保険、家族と心のケアにわかれて

専門家が対応。じっくり落ち着いて相談ができたと、

満足された方が多かったようです。

　　　　　　　　辮争
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子どもHAPPY化計画スタッフより、みなさまへ

　おかげさまで大盛況のうちに無事、終了！大勢の方に参加いただき、感謝の念に耐えません。反省点も多々

ありますが、帰路に向かわれる参加者のみなさんの満足そうな顔、「よかったです」「またやってください」と

いう温かいお言葉に、とても励まされました。

　なかには「実は、失業したばかりでどうしょうもなく不安だったんですが、いろんな分野から、こんなに母子

家庭のことを支援しようとしてくれる人がいるなら大丈夫って、すごく元気になりました。明日から求職活動、

頑張ります1」と言ってくださる方も。

　思えば昨年の11月、ハンドスタッフ数名で準備を開始したときには、「おつきい会場借りちゃったけど、大丈

夫かな？人集まるのかな？」なんて不安しかない船出でした。でも、「子ども」というキーワードのおかげか、未

婚既婚・ひとり親かを問わず、20，30代を中心とした約40名のボランディアスタッフが集まり、日本の子ども

やひとり親を取り巻く環境の深刻さをどうにかしよう1と、あれよあれよという間に熱を帯び、ここまでやって

きました。今後もこうして多くの人を巻き込みながら、明るく楽しく、自分たち自身の問題として、誰もがより

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生きやすい世の中を目指して活動していき

本番直前にスタッフみんなでパチリ

騨

たいと思います。

　最後に、今回のシンポジウムでは、スタッ

フだけでなく、第一部、二部に出演いただ

いた方々の多くが、ご多忙のなか、快くボ

ランティアで引き受けてくださいました。

本当にありがたいことだと思います。ここ

にあらためてお礼を申し上げます。

各分科会出演者への追加インタビュー、貧困ク

イズはHPで見られます1ぜひご覧ください↓

http：／／www．kidsdoor．net／hinkon／

難やっぱり仲間ってイイね！！一2・・9年’、ンド合酷一州

　脱・子どもの貧困シンポジウムの後に行われた、ハ

ンドの合宿。今回は、遠く長崎や徳島、鳥取からの参

加者もいて、総勢20名の参力ロとなりました。

　まずはシンポジウムの余韻も冷めやらぬまま、合宿

参加者全員が雨の新宿副都心を眺めながら展望レスト

ランで夕食。そしてお待ちかねの懇親会。

　鳥取から参加の4名は、ハンド会報244号でも紹介

したDV被害者支援グループのリーダーとスタッフの

方々です。リーダー梅林さんはシェルターのための土

地建物を自力で購入されたパワフルな女性。鳥取はD

V対策の先進国、補助金がかなり充実していますが、

スタッフの人件費は出ないので、皆さん他の仕事と兼

業で、被害者の支援を行っているそう。

　長崎からの参加者は、社会福祉±で地域包括介護支

援センターに勤めていて、高齢者虐待や高齢者夫婦の

DVについて鳥取のリーダーと議論する場面も。

　また、前号、前々号で紹介した母子寡婦福祉資金貸

付金の記事を読んで、再度申請に挑戦、今度はひるま

ず果敢にと意気込んで窓ロに行ったら、東京都から指

導があり、丁寧に対応してくれたと拍子抜け。　「本

当、権力に弱いのよね」という会員もいました。

　離婚後離れて暮らす父娘の参加者もあり、21歳の

お嬢さんも中高年の皆さんに違和感無く（？）溶け込

んで話がはずんでいました。幼い時に、父親と別れ一

度も会っていない子どもと父親の関係性を心配する母

親から、面接交渉についての質問が飛び出し、他では

聞けない父娘からのアドバイスに真剣に聞き入り、得

るものもあり、いい交流ができたのではと思います。

　最後にサプライズが1鳥取の方の誕生日が近かった

ので、ケーキとプレゼントを内緒で用意。参加者全員

で歌を歌い、お祝いしました。

　翌朝、鳥取組は東京巡りに出発。他の人たちは、深

夜まで話したというのに、再び円さんを囲んで最後の

おしゃべりを。解散後も、最寄り駅近くのファースト

フードの店でまたおしゃべり。気がつけばお昼の時

間。長かった合宿もここで本当の解散。

　久しぶりに集まると、本当に話は尽きません。イン

ターネット時代になったとは言っても、顔と顔を合わ

せる交流は、いつまでも必要なのではと改めて実感し

ました。やっぱり仲閤ってイイね11　　　（向井）
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る粧憾んの

解1姓が違うと親子でも測一カードが作れない？

の横浜銀行に行きました。その場でわからず、電話で問

い合わせると、同居している親子であっても氏が違うと

作れない、証明する公的書類を提出しても作れないと言

われたそうです。（他銀行では公的書類を出せばOKで

も、海外では使えない等、銀行によってマチマチ）

　少し前、保険のことでセゾンのアメリカン・エキスプレス・

カード＝セゾンカードでファミリーカードを作ろうとした時

も、氏が違うと駄目だったそうです（アメリカン・エキス

プレス本体のカードでは作れます）。

　「離婚が増え、親子で姓が違う人も多くなっている時

代に、住まいも一緒で同一生計なのに、ファミリーカード

が作れないのは釈然としません。私にとっては、姓を戻

したことは、元の自分に戻れたようで精神的な意味でも

良かった。でもこういうことがあるならば、姓を変える前

にファミリーカードを作っておけば良かった」とAさん。

　本当の親子なのに「ファミリー」と認められないなん

て本当におかしなサービスです。ライフスタイルにあうよ

うに変えたいものです。

　数年前に、親しいハンドの会員Aさんから「運勢を見

てもらったら、婚姻時の姓は名前に合わないと言われた

ので、旧姓に戻したいのだけどできないのかしら？」と

相談され、「子どもが成人すれば自由に分籍（親の戸籍

から分かれて独立の新しい戸籍をつくること）ができる

から、子どもが嫌がらなければいいんじゃないの？　旧

姓に戻す場合なら、家裁の許可も取れるはずだし」と答

えました。

　Aさんは、離婚した時は、下のお嬢さんが中学2年生

だったので、姓が変わると子どもにとって不都合なこと

もあるかと思い、結婚時の姓にしていたそうです。

　Aさんは早速、家庭裁判所に氏の変更許可の申し立

てをして、旧姓に戻したそうです。

　最近お嬢さんがアメリカに留学したので、Aさんが送

金をしていたのですが、バンクカード（クレジット機能付

キャッシュカード）のファミリーカードを作って自分のロ座

から娘が出金すれば手数料がかからないことに気づき

（本年度からは引き出しサービスは停止）、メインバンク
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　「あなたの就職事情や、職探しの顛末をお聞かせ下さい」　「今の経済状況の

悪化が、仕事や生計に与えた影響はありますか？」という呼びかけに、何人か

の方が手をあげて下さいました。

　今回は「離婚前後」の不安で不安定な時期に、幼い子どもを抱えての就活体

験談です。自らはDVで深く傷つきながら、子どもたちとの新しい生活をスタ

ートさせるお金を得るため、いろいろな職場をたくさん渡り歩いて苦労はした

けれど、　「そのぶん、人が見えてきたし、どの職場体験も今の正社員としての

仕事に役立っている」と思えるようになったそう。「人によって傷つけられた

けれど、人によって、また助けられた」という感謝の気持ちから、少しでも自

分の体験談が参考になればと、お話しを聞かせて下さいました。

　感想、ご意見、情報、そして「あなたの仕事・就職事情」も、ぜひお寄せ下

さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（山崎・藤岡）

3歳の子連れs42歳からの就活顛末記
1’一｛iinlliEllP．2i

i《パーソナルデータ》　　　　　　　i

i※結婚中16年の同居期間を経て、6年前に42歳で別i

i　居。別居当時、長女は中学1年生、次女は3歳。　　i

i※保母の資格、車の免許あり。　　　　　　　　　　i

i※別居1年後に一旦決まった婚費15万円は、1年問はi

i　約束通り振り込まれたが、その後、夫が勝手に10万i

i　円程に減額し、払い込みも遅れがち。家裁からの履i

i　行勧告も効き目がない。　　　　　　　　　　　　i

i※4年前、長女の高校入学＆次女の小学校入学をきっi

iかけに、夫のDVから逃れる意味もあり、大阪から故i

i郷の兵庫に転居。親戚から借りた一軒家に住む。家i

i賃は月5万円（あるとき払い）。　　　　　　　　　i

l※2年前から、自宅から車で5分の運送会社で事務職i

l　正社員。年収は、税込で250万円程度（超過勤務手i

i　当を含む）。基本給は14万円程度。　　　　　　　i

i※現在、小学校5年生の次女と2人住まい。大学2年生i

i　の長女は、大学入学を機に隣県で下宿し、仕送りはi

i　月に10万円助。3年生以降は生活費などの節約のi

i　ため、自宅から通学する予定。　　　　　　　　　i

i※同居中から、夫に離婚調停をかけられ、また自らは婚i

i　費調停をかけて、現在も係争中。夫は公務員でありi

i　ながら副業を持ち、その証拠も提出したが、裁判所はi

i　「法律に反することは取り上げられない」と、婚費のi

i　算定に夫の副業収入を加算してくれず、「司法にはi

i　絶望しています」。年金分割も視野に入れ、まだ離婚i

i　には応じるつもりはない。　　　　　　　　　　i

i※今春の検診で子宮癌が見つかり、手術入院した。不i

i　況で賃金も下がり、将来への不安は増す一方。せめi

i　て子どもの進学費用を夫に支払わせたい。　　　　i

兵庫県・T．Kさん・48歳／電話インタビュー

　夫の不貞とDVが原因で、子ども2人を連れて6年

前に別居しました。結婚後10年ちょっとは、それな

りに夫婦仲もうまくいっていましたが、だんだん夫が

暴言を吐いたり、暴力を振るったりするようになりま

した。私は早くに両親を亡くしたために帰る場所がな

く、我慢を重ねていたというのが実状です。不貞が発

覚してからは、夫の暴言はエスカレートし、　「死ね」

「出て行け」などは日常茶飯事。長女は中1の多感な

年頃でしたから登校拒否を起こして吐きもどすように

なり、言葉がわかり始めていた3歳の次女は怯えて泣

き叫けび、私自身もうつ状態に陥って……ともかく家

を出るために、仕事を見つけてお金を得ようと、必死

でした。

　3回目子どもを抱えての就職活動の一番のネック

は、まず保育園探し。市役所の福祉課にかけあって、

夫のDV、親には頼れないことを訴えて、空きのあっ

た夜間保育園に入れてもらい、本格的な職探しをスタ

ートしました。ただし、午前11時～午後10時の保育

時間では、就ける仕事は限られています。42歳で、

パート以外の仕事経験がなく、パソコンも使えません

でしたから、事務職や正社員は望みようもなく、スー

パーのお総菜部、ファミリーレストランの厨房などの

パート勤務を転々としました。でも、時給は低く、仕

事にも慣れることができずに、どれも長くは続けられ

ず［小見出し①参照］……保母の資格を生かそうと、

午後1～7時の仕事に応募したところ合格。時給900

円程度で、月に7～10万円近くになり、二二と合わ

せて、なんとか生活できるようになりました。

　住宅は保証人なしでよい公団に義理の兄名義で入り

ましたが、子どもの校区を替えたくなかったために、

夫の住まいの近くでしたから、待ち伏せされたり、後

（6）
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をつけられたりしたこともあります。夫は同居中から

離婚調停をかけていましたから、なんとか私の方から

離婚を言い出させようと、私にだけでなく周囲に対し

ても嫌がらせが凄まじかったんです。それで4年前、

子どもたちが高校と小学校に上がる区切りのよい春

に、自分の生まれ育った兵庫県にもどりました。

　2年間の勤めで少し自信もつき、保育士は需要があ

るから、田舎に帰っても職場は見つかるだろうと、安

易な気持ちがありました。でも、甘かった。保育士の

仕事はあっても、大阪に比べると給料がかなり安く、

勤務時閤も長いんです。他の職種の求人も35～40歳

までが多く、30カ所以上受けても、当時44歳の年齢

だけでバネられることが多かったですね。

　やっとパートや派遣が決まっても、家から遠い職場

だと、当時小学校1年生の次女が帰宅後、一人で過ご

す産血が長過ぎて、真っ逆な部屋で泣いていたり、鍵

を失くして外で待っていたりで、長く続けられませ

ん。また、互いにうまく行っていると思えた会社から

唐突に「辞めて欲しい」と言われ、後から取引先のお

嬢さんを雇うために解雇されたと知ったときは、悔し

かったですね。あと10日問で半年勤務したことにな

り、失業保険が下りるということをハンドの会の友人

に教えてもらって、会社に交渉することができまし
た。

　その際にハローワークで、失業保険をもらいながら

職業訓練が受けられると知って、パソコン教室へ通っ

てスキルを身につけたのが、後々、ほんとうに大きな

財産になっています［小見出し②③参照］。

　その後、　「簡単に首を切られてしまう派遣の仕事は

もうイヤ」と探して巡り合えたのが、今の職場です。

募集は「45歳まで」で、当時46歳でしたが、自宅か

ら車で5分という近さにひかれてアプローチしたとこ

ろ、運よく事務職の正社員として採用されました。

　社長は、娘さんが離婚経験者とのことで私の事情に

理解を示してくださり、病欠している子どものために

昼休みの一時帰宅を認めてくださるなど、いろいろと

融通を図ってくださいます。また、「人あたりがよく

て助かる」と評価してもらえて、いろいろな職種を体

験してきたことが無駄ではなく、今の仕事に役立って

いると実感しています。小さな会社ですが親会社の敷

地内にあるため、通行証がないとゲートを通過できな

いことも、まだ手紙などでの嫌がらせを続けている夫

が職場には踏み込めないという安心感につながってい

ます。

　日々、こなさなければならない仕事量が莫大で、お

給料が低いのが難点。でも、仕事熱心で気の良い人た

ちに囲まれて、精神的に安定することができていま

す。ずっと「お前のような女は世の中では通用しな

い」と夫に言われ続けていましたが、ここで救われま

した。

　現在、自分の健康に不安があるため、まだ学費のか

かる子どもたちの将来が気がかりです。早く婚費調停

に決着がつくことを願っています。

　　　　　　　　　　　＊

《i》守基網羅讐鼎鷲ま」

　家を出ようと決心してファミレスのパートで働き始

めた頃、メニューが覚えられず、メニューが入った合

図にも気づかずに、ミスが続きました。仕事に慣れて

いないからだと思っていましたが、やはりDVを受け

たハンドの会の方に「簡単なノート整理もできなかっ

た」と聞き、DVで身体も精神もまいっていたからだ

と気づきました。簡単な仕事もできないと、自分を卑

下しがちですが、仲間に話を聞いてもらい、体験談を

聞くことも、自信を取り戻すことにつながります。

《≒ll’旧一ワーク頓く二三よう

　たとえばマザーズ・ハローワークのように、求職者

一人に対して、一人の担当者がつくところに相談＆登

録しておくことをお勧めします。希望にあう求職があ

ったときには連絡をくれ、熱心に対応してくれます。

◎）診察朧豊謡もおススメ

　私自身は余裕がなくて、とにかく働こうと頑張りま

したが、婚費を決める際にこちら側に収入があると、

少なく算定されてしまいます。ご両親に頼れたり、余

裕があるなら、婚費が決まるまではなんとか踏ん張っ

て、その間は職業訓練を受けるなどして、就職に役立

つスキルを身につけることをおススメします。

　私は失業保険をもらいながら、1日500円の手当と

交通費をもらい、職業訓練校のパソコン教室に4ヵ月

間通いました。今でも職場では一目おかれるほどの技

術が身につき、自信がつきました。また、DVの影響

で対人恐怖があったのですが、そこで出会った様々な

年代の方たちと毎日、お昼休みにお喋りすることで、

人と接することが怖くなくなりました。

（（14壌学資保険ISN親名義1こ口ておこう

　夫名義だと勝手に引き出せません。長女の保険は私

名義だったので、大学入学費用に充てられました。

（7）




